
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
四

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
四

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

は
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
駅
前
三
丁
目
三
の
七
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｍ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
ビ
ル
三
Ｆ

令
和五･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

は
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
駅
前
三
丁
目
三
の
七
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｍ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
ビ
ル
三
Ｆ

令
和五･
七･
一

青
森
県
報
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第
六
百
六
十
六
号

令
和
五
年九

月
二
十
五
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

事

業

者

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
ツ
ク

イ

神
奈
川
県
横
浜
市

港
南
区
上
大
岡
西

一
丁
目
六
の
一

ツ
ク
イ
弘
前
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
駅
前
二

丁
目
二
の
三
弘
前
第

一
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
二
階

令
和五･
八･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

河
内
小
児
科
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
松
原
東
二
丁
目
一
四

の
二

令
和五･
五･一〇

変
更
後

に
じ
い
ろ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ル
カ

デ
ィ
ア
中

央
薬
局

弘
前
市
大
字

扇
町
一
丁
目

一
の
三

令
和五･
七･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

平
賀
中
央

薬
局

平
川
市
本
町

北
柳
田
一
二

六
の
一
二

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ル
カ

デ
ィ
ア
中

央
薬
局

弘
前
市
大
字

扇
町
一
丁
目

一
の
三

令
和五･
七･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

平
賀
中
央

薬
局

平
川
市
本
町

北
柳
田
一
二

六
の
一
二

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
川
村

土
木

三
戸
郡
五
戸
町

字
古
舘
下
川
原

二
三
の
一

訪
問
介
護
五
戸
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
三
戸
郡
五
戸
町

字
古
堂
後
五
の

四

令
和五･
九･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ル
カ

デ
ィ
ア
中

央
薬
局

弘
前
市
大
字

扇
町
一
丁
目

一
の
三

令
和五･
七･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

平
賀
中
央

薬
局

平
川
市
本
町

北
柳
田
一
二

六
の
一
二

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇
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青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ル
カ

デ
ィ
ア
中

央
薬
局

弘
前
市
大
字

扇
町
一
丁
目

一
の
三

令
和五･
七･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

変
更
前

株
式
会
社

佐
藤
器
機

弘
前
市
大
字

安
原
三
丁
目

八
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

平
賀
中
央

薬
局

平
川
市
本
町

北
柳
田
一
二

六
の
一
二

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字

松
原
西
三
丁

目
七
の
二
〇

青
森
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

松
橋

有
紀
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

内
分
泌
内
科
、
糖

尿
病
代
謝
内
科

令
和五･
七･一三

難
病
指
定

医

原

隆
太
郎
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

耳
鼻
咽
喉
科
頭
頸

部
外
科

五･
七･二五

難
病
指
定

医

岩
村

大
径
独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

泌
尿
器
科

五･
八･一四

難
病
指
定

医

藤
田

真
子
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

脳
神
経
内
科

五･
八･二六

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
間
木
五
五
の
一

細
川

純
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
滝
字
間
木
四
七
の
二

遠
島

幸
光

平
内
町
区
域

平
内
町
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
青
森
三
内
店

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
一
の
三
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
沼
田
建
設

青
森
市
古
館
一
丁
目
一
〇
の
一
一

代
表
取
締
役

沼
田
智
光

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
四
条
東
二
〇
丁
目
一
の
二
一

代
表
取
締
役

八
幡
政
浩

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
六
年
五
月
五
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
一
六
七
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

五
三
台
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

二
六
台
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

三
七
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

八
・
一
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

翌
午
前
零
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

二
か
所
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

令
和
五
年
九
月
四
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出
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こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
ピ
ア

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

八
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
開
発
株
式
会
社

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四

代
表
取
締
役

工
藤
潤

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
長
崎
屋

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
の

一
〇
代
表
取
締
役

関
口
憲
司

株
式
会
社
長
崎
屋

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
の

一
〇
代
表
取
締
役

赤
城
真
一
郎

令
和二･
七･
一

八
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
開
発
株

式
会
社

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
四
の
一

代
表
取
締
役

工
藤
潤

変
更
な
し

株
式
会
社
や
ま
と

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
二
七

の
三
代
表
取
締
役

田
村
裕
二

株
式
会
社
や
ま
と

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
二
七

の
三
代
表
取
締
役

矢
嶋
孝
行

令
和
元
･
四･
一

安
田
嘉
高

八
戸
市
江
陽
二
丁
目
一
五
の
一
八

変
更
な
し

株
式
会
社
パ
レ
モ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
富
沢
町
一
二
の

二
〇
日
本
橋
Ｔ
＆
Ｄ
ビ
ル
三
階

代
表
取
締
役

吉
田
馨

株
式
会
社
パ
レ
モ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目

二
七
の
一
三
名
駅
錦
橋
ビ
ル
六
階

代
表
取
締
役

福
井
正
弘

令
和
元
･
七･
八

（
住
所
変

更
）四･
五･
一

（
代
表
者

変
更
）

Ａ
ｓ
-ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
の
一
三

神
谷
町
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
レ
イ
ス
五
階

代
表
取
締
役

丸
山
雅
史

Ａ
ｓ
-ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
九
の
七

Ｊ
Ｒ
Ｅ
銀
座
一
丁
目
イ
ー
ス
ト
ビ
ル
六

階代
表
取
締
役

丸
山
雅
史

五･
四･
三

株
式
会
社
橋
文

八
戸
市
卸
セ
ン
タ
ー
一
丁
目
九
の
一

代
表
取
締
役

橋
本
博
文

変
更
な
し

有
限
会
社
ワ
ー
カ
ホ
リ
ッ
ク

東
京
都
中
野
区
新
井
二
丁
目
一
の
一
ラ

ン
ド
コ
ー
プ
ビ
ル
七
階

代
表
取
締
役

遠
山
直
樹

変
更
な
し

株
式
会
社
Ａ
ｉ

東
京
都
台
東
区
柳
橋
一
丁
目
二
三
の
六

ワ
コ
ー
ル
浅
草
橋
ビ
ル
八
階

代
表
取
締
役

馬
杉
淳
一

株
式
会
社
Ａ
ｉ

東
京
都
台
東
区
柳
橋
一
丁
目
二
三
の
六

ワ
コ
ー
ル
浅
草
橋
ビ
ル
八
階

代
表
取
締
役

太
田
和
憲

令
和五･
三･
一
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株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
企
画

岩
手
県
北
上
市
江
釣
子
七
丁
目
一
二
四

の
一
代
表
取
締
役

村
田
守
男

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド
企
画

岩
手
県
北
上
市
江
釣
子
七
丁
目
一
二
四

の
一
代
表
取
締
役

平
坂
満

三･一〇･
一

株
式
会
社
マ
エ
バ
ラ

八
戸
市
大
字
番
町
三
〇

代
表
取
締
役

前
原
俊
彦

変
更
な
し

株
式
会
社
盛
田

八
戸
市
八
太
郎
五
丁
目
二
〇
の
二
七

代
表
取
締
役

盛
田
明

株
式
会
社
盛
田

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
四
三
の

七
光
ビ
ル
五
階

代
表
取
締
役

盛
田
明

令
和三･
一･一八

―

株
式
会
社
ブ
ー
ビ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

福
島
県
須
賀
川
市
南
町
一
三
〇

代
表
取
締
役

栗
城
幸
一

三･一二･一〇

株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
七
本
松

二
七
の
一

代
表
取
締
役

江
尻
義
久

株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
七
本
松

二
七
の
一

代
表
取
締
役

江
尻
英
介

三･
八･二四

有
限
会
社
水
晶
堂

八
戸
市
城
下
一
丁
目
二
七
の
五

代
表
取
締
役

小
野
寺
太
朗

変
更
な
し

株
式
会
社
ハ
ー
モ
ニ
カ

東
京
都
西
東
京
市
ひ
ば
り
が
丘
北
三
丁

目
三
の
一
四
モ
ン
マ
ビ
ル
三
階

代
表
取
締
役

松
崎
好
雄

―

令
和二･一〇･三一

株
式
会
社
イ
ン
テ
レ
ク
シ
ョ
ン

秋
田
県
大
館
市
桂
城
一
三

代
表
取
締
役

森
川
卓
哉

株
式
会
社
イ
ン
テ
レ
ク
シ
ョ
ン

秋
田
県
秋
田
市
横
森
四
の
二
三

代
表
取
締
役

森
川
卓
哉

二･
三･一二

株
式
会
社
ジ
ュ
ビ
リ
ー

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
丁
目
一
九

の
一
四
千
駄
ヶ
谷
電
子
ビ
ル
三
階
Ｗ
Ｅ

Ｓ
Ｔ
代
表
取
締
役

角
野
宏
明

株
式
会
社
ジ
ュ
ビ
リ
ー

東
京
都
目
黒
区
鷹
番
二
丁
目
一
〇
の
二

高
越
マ
ン
シ
ョ
ン
二
階

代
表
取
締
役

角
野
宏
明

四･一一･三〇

株
式
会
社
パ
セ
リ
ー
菜

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
神
明
前
一
四
三
の

一
四
九

代
表
取
締
役

小
泉
輝
美

変
更
な
し

株
式
会
社
レ
ー
ベ
ル
，ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
岩
手
県
久
慈
市
川
崎
町
一
二
の
三

代
表
取
締
役

関
上
由
美
子

変
更
な
し

株
式
会
社
仙
台
北
辰

千
葉
県
柏
市
若
柴
九
一
の
三
二

代
表
取
締
役

平
野
幸
助

―

令
和二･
二･二九

―

ジ
ュ
ピ
タ
ー
コ
ー
ヒ
ー
株
式
会
社

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
四
丁
目
四
一
の

四代
表
取
締
役

内
林
久
雄

二･
三･二六

有
限
会
社
肉
の
ふ
じ
た

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
一
二
の
一
三

代
表
取
締
役

藤
田
隆
幸

変
更
な
し

株
式
会
社
Ｇ
Ｍ
Ｋ

八
戸
市
大
字
鷹
匠
小
路
一
八
金
剛
ビ
ル

五
階
代
表
取
締
役

大
久
保
圭
一
郎

株
式
会
社
金
剛

八
戸
市
大
字
鷹
匠
小
路
一
八

代
表
取
締
役

大
久
保
圭
一
郎

令
和四･
七･
一

有
限
会
社
マ
ル
コ
ー
い
ず
も
り

八
戸
市
吹
上
三
丁
目
二
の
三

代
表
取
締
役

犹
守
達
幸

―

二･一一･二〇

―

株
式
会
社
和
み
の
治

八
戸
市

町
横
道
通
り
一
四
の
一

代
表
取
締
役

松
坂
和
治

二･一二･二九

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ラ
ン
ド

東
京
都
中
央
区
新
富
一
丁
目
九
の
六
新

富
一
丁
目
ビ
ル
四
階

代
表
取
締
役

佐
瀬
守
男

変
更
な
し

有
限
会
社
ク
オ
リ

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一

代
表
取
締
役

楢
館
理
子

変
更
な
し

株
式
会
社
丸
啓

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
六

代
表
取
締
役

前
田
秀
夫

―

令
和
元
･一〇･一五

―

株
式
会
社
ザ
シ
ョ
ッ
プ
ア
ゲ
ハ

東
京
都
目
黒
区
鷹
番
三
丁
目
六
の
一
第

一
ス
ト
ア
ー
ビ
ル
一
階

代
表
取
締
役

柳
谷
政
彦

元
･一二･一六
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株
式
会
社
玉
屋
眼
鏡
店

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
二
六
の
二

代
表
取
締
役

松
橋
寿
昭

変
更
な
し

朱
希
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
有
限
会
社

八
戸
市
大
字
市
川
町
下
大
谷
地
二
九
の

二代
表
取
締
役

蓬
田
優
子

―

令
和二･
四･二〇

―

有
限
会
社
ワ
ー
ル
ド
ア
イ
ズ

八
戸
市
柏
崎
四
丁
目
一
六
の
三
三

代
表
取
締
役

新
濱
佳
央

二･一二･一二

株
式
会
社
タ
カ
キ
ュ
ー

東
京
都
板
橋
区
板
橋
三
丁
目
九
の
七

代
表
取
締
役

木
内
守

―

二･
八･三〇

―

株
式
会
社
ア
ニ
メ
イ
ト

東
京
都
板
橋
区
弥
生
町
七
七
の
三

代
表
取
締
役

藤
樹
潤

二･一〇･一七

カ
ト
レ
ア
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
山
王
沼
田
町
二
の
一

代
表
取
締
役

長
谷
川
利
夫

―

三･一二･二〇

―

株
式
会
社
ト
ー
シ
ン

北
海
道
帯
広
市
西
六
条
南
四
〇
丁
目
三

の
三
代
表
取
締
役

宮
本
達
也

四･
二･二三

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目
七
の
七
新

高
円
寺
ツ
イ
ン
ビ
ル

代
表
取
締
役

白
土
孝

株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

東
京
都
杉
並
区
梅
里
一
丁
目
七
の
七
新

高
円
寺
ツ
イ
ン
ビ
ル

代
表
取
締
役

舟
橋
浩
司

五･
四･
一

株
式
会
社
湯
浅

北
海
道
旭
川
市
宮
下
通
一
〇
丁
目
左
一

号代
表
取
締
役

湯
浅
義
弘

―

三･
一･三一

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
六

Ｎ
Ｔ
Ｔ
幕
張
ビ
ル
七
階

代
表
取
締
役

羽
牟
秀
幸

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
イ
オ
ン
タ
ワ
ー
九
階

代
表
取
締
役

松
田
裕
史

令
和三･
六･二一

（
住
所
変

更
）
平
成
三〇･
四･二一

（
代
表
者

変
更
）

有
限
会
社
ぱ
っ
ち
ん

八
戸
市
下
長
八
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

松
橋
孝
一

変
更
な
し

Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
株
式

会
社
三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
三
の
一
八

代
表
取
締
役

東
條
方
厚

Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

Ｂ
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
株
式

会
社
三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
三
の
一
八

代
表
取
締
役

東
條
貴
生

令
和四･
三･三一

日
本
海
恒
産
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
泉
中
央
一
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

渡
邊
恒
幸

変
更
な
し

山
崎
博
康

八
戸
市
南
類
家
二
丁
目
一
六
の
一
三

パ
ー
ク
ヒ
ル
ズ
類
家
Ｂ
一
〇
二

変
更
な
し

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
東
日
本
販

売宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
二

の
二
四

代
表
取
締
役

高
野
昌
司

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
東
日
本
販

売宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
二

の
二
四

代
表
取
締
役

多
田
将
一

令
和五･
四･
一

株
式
会
社
大
創
産
業

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目

四
の
一
四

代
表
取
締
役

矢
野
靖
二

変
更
な
し

株
式
会
社
パ
ス
テ
ル

福
島
県
郡
山
市
喜
久
田
町
前
北
原
五
三

の
二
六

代
表
取
締
役

鈴
木
直
人

ゼ
ビ
オ
株
式
会
社

福
島
県
郡
山
市
朝
日
三
丁
目
七
の
三
五

代
表
取
締
役

諸
橋
友
良

令
和三･
四･二〇

四

届
出
年
月
日

令
和
五
年
八
月
十
五
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


